
子育て短期支援事業（ショートステイ） 

保護者が疾病その他の理由で一時的に養育が困難となったとき、宿泊または日帰りで児童を預ける 

ことができます。１歳から１８歳未満の児童が対象です。 

【実施場所】 

 名 称：母子生活支援施設「青い鳥ホーム」（船橋市行田２丁目７番１号） 

 電話番号：０４７－４３０－１２２５（代表） 

 受付時間：月～金曜日 午前９時から午後５時まで 

【利用内容・主な利用要件】 

区   分 利用内容 主な利用要件 

短期入所生活援助 １回の利用につき６泊７日まで 
保護者の疾病、育児疲れ、

出産、看護、冠婚葬祭、出張 

夜間養護 
月～金曜日 午後６時から午後１０時まで 

※祝休日は除く 仕事 

休日預かり 土・日・祝休日 午前７時から午後７時まで 

※平日日中のみの利用は出来ません 

 【利用者負担金】 ※利用児童 1人あたりの料金です 

区   分 基本料金 
減免対象料金 

市区町村民税 

非課税世帯 
生活保護世帯等 

短期入所生活援助（１泊） 
２歳未満 ５，５００円 １，１００円 ０円 

２歳以上 ２，８５０円 １，１００円 ０円 

夜間養護（１日） ８００円 ３５０円 ０円 

休日預かり（１日） １，４００円 ３５０円 ０円 

【ご利用に際してのお願い】 

1. 利用を希望する方は、市に事前登録が必要です。登録内容に変更があった場合や年度更新の際は、再度登

録が必要になります。 

2. 事前登録の前に施設の見学と面接を行う必要があります。市へ電話予約の上、利用児童と一緒に施設へ行って

ください。 

3. 登録の上、利用開始日の１０日前までに利用申請してください。 

4. 施設の入退所時や預かり中の通園・通学を希望される場合は、保護者または保護者に代わる方が送迎してくだ

さい。 

5. 利用者負担金は利用開始時に必ず施設へお支払いください。利用しない場合はできるだけ早急に、市あるいは

施設に連絡してください。なお、利用開始予定時刻までに連絡がない場合は、利用者負担金をお支払いいただく

ことになります。  

6. 利用日当日、発熱などの体調不良がある場合は利用をお断りさせていただくことがあります。 

7. 出産の場合、出産した翌日からの利用開始となります。利用希望日が確定した時点で、早急に（原則午前７時～

午後１０時の間）施設へ連絡してください。 

【注意事項】 

1. 利用児童が集団生活に適さないと認められるときは、利用できない場合があります。 

2. 施設の利用人数に定員があるため、利用できない場合があります。 

3. 利用期間中に発熱などの急な体調変化が起きた時、また、ケガをした時は緊急連絡先に連絡させていただきま

すので、至急お迎えをお願いします。原則として、施設職員が医療機関への同行は行わず、応急処置のみの対

応とさせていただきます。 

  
 

 

＜問合せ先＞ 船橋市役所 こども家庭部地域子育て支援課  電話０４７－４３６－２４０７ 

 



 

 

●「青い鳥ホーム」のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所 在 地】〒２７３－００４４  船橋市行田２丁目７番１号 

【電話番号】０４７－４３０－１２２５（代表） 

【ア ク セ ス】 

① 「税務大学校入口」バス停下車徒歩すぐ 

バス停（発） １時間あたりの運行本数 備考 

JR西船橋駅 基本２本以上 平日・土日運行 

② 「行田団地」バス停下車徒歩５分 

バス停（発） １時間あたりの運行本数 備考 

JR西船橋駅 基本５本以上 平日・土日運行 

③ 東武野田線（アーバンパークライン）「塚田駅」から徒歩２０分 

税務大学校 

入口バス停 

行田団地

バス停 

青い鳥ホーム 


